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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１２月１日（水）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時４６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 嶋野浩一朗 委　　員 本保加津枝

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　正 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇　　同部参事兼介護保険課長　山田雅也

同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　障害福祉課長　吉田量治

健康推進課参事　前野さゆみ　　こども育成課参事　船寺順治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　７１号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第　８７号　摂津市立児童センター指定管理者指定の件

議案第　８８号　摂津市立障害児童センター指定管理者指定の件

議案第　８９号　摂津市立せっつ桜苑指定管理者指定の件

議案第　９０号　摂津市立ふれあいの里指定管理者指定の件

議案第　９１号　摂津市立みきの路指定管理者指定の件

議案第　９２号　摂津市民文化ホール指定管理者指定の件

議案第　９３号　摂津市立市民ルーム指定管理者指定の件

議案第　９４号　摂津市立自動車駐車場指定管理者指定の件所管分

議案第　９６号　摂津市立保健センター指定管理者指定の件
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議案第　９７号　摂津市立休日小児急病診療所指定管理者指定の件

議案第　９８号　摂津市斎場指定管理者指定の件

議案第　９９号　摂津市立葬儀会館指定管理者指定の件

議案第１０７号　摂津市立コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　７５号　平成２２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第　８０号　平成２２年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第　７９号　平成２２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）
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（午前１０時１分　開会）

○森内一蔵委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、師走、何かとお忙しい中、民

生常任委員会をお持ちいただきまして大

変ありがとうございます。

　本委員会では、昨日の本会議で当委員

会に付託されました案件について、ご審

査をいただくわけでございますけれども、

どうぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

　一たん退席いたします。

○森内一蔵委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第７１号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方、山崎委員。

○山崎雅数委員　一般会計補正予算とい

うことなのですけれども、まず、債務負

担行為で、このあと指定管理者の指定に

ついては細かくまたお聞きしたいと思う

のですけれども、この金額、３年間の決

定の仕組みというか、いろいろ精査をさ

れたことだと思うのですけれども、この

決定の中身をお聞かせいただきたいと思

います。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、一般

会計補正予算書の４ページに記載のござ

います、債務負担行為の補正額の決定の

経緯につきまして、ご答弁申し上げます。

　まず、保健センター指定管理事業でご

ざいます。

　これは平成２３年度から平成２５年度

までの３年間で２億９，５８３万３，０

００円、年ベースで直しますと９，８６

１万１，０００円の限度額ということで

お願いをしております。

　今回、平成２３年度以降の指定管理者

の指定がえということで、第１次の指定

管理者導入に関する指針の改訂版に沿い

まして、これまでの指定管理者でござい

ます財団法人摂津市保健センターを引き

続き指定管理者にすることといたしまし

て、その間３年間の限度額を計上したも

のでございますが、その中身でございま

すけれども、保健センターにおきまして

は、平成２０年度から制度化されました

特定健診や特定保健指導と言います国保

によります事業、それと健康増進法に基

づく各種のがん検診事業、それと機能訓

練事業のほか各種の健康相談、あるいは

健康まつり等々の各種の教室を実施をし

ております。また、そのほかにも介護サー

ビス事業者として、訪問看護ステーショ

ン、居宅介護事業所及び通所介護事業所

としての事業展開をしております。

　このうち介護サービス事業者として行

う事業、訪問看護ステーション、居宅介

護事業所、通所介護事業所につきまして

は、それぞれ各事業ごとに会計を設けま

して、独立採算制で、その財源としては、

介護保険料等からのいわゆる保険料収入
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で賄うというふうな構造になっておりま

す。

　今回、債務負担行為の限度額で２億９，

５８３万３，０００円を計上させていた

だいております保健センター指定管理料

でございますが、先ほど申しました保健

センターでの事業のうち、主に健康増進

法に基づく各種のがん検診、機能訓練事

業のほか各種の健康相談、教室の実施に

必要な予算及びこの７月に摂津市駅前に

立地をいたしました、新しい保健センター

の設備の維持管理費に係る経費を計上さ

せていただいているというものでござい

ます。先ほどの特定健診、特定保健指導

の事業の財源といたしましては、国保の

健保収入を充てているというものでござ

います。

　９，８６１万円の中身と申しますか、

事業の支出先なのでございますけれども、

これはくどいようですけれども、各種の

がん検診、機能訓練事業のほか各種の教

室に係る職員の人件費、それと検診時に

ピンポイントで雇用する医師、看護師等

の人件費、それと医療消耗品等の物件費、

事務所経費などがそれぞれ計算をいたし

まして、３年間の人件費の増も見込みさ

せていただきまして、予算組みをさせて

いただいたところでございます。

　先ほどの各種の事業展開、介護サービ

ス事業者を除きます事業者、独立採算の

事業を除きます、いわゆる市からの委託

事業といたしまして、国保事業も含めま

して、年間総事業費としては、およそ１

億３，８００万円の予算規模が必要でご

ざいます。

　そのうち、健康事業として必要なのが

９，５８８万４，０００円ということに

なります。そのほかは国保指導収入だと

か社保の健診収入、若年者健診収入など

で賄われるということになっております。

　先ほど、健康増進事業として９，５８

８万４，０００円といったことを私申し

ましたけれども、これに若干の人件費の

増を見込みまして、３年間の限度額を計

上させていただいたというものでござい

ます。

　続きまして、休日小児急病診療所指定

管理事業でございますけれども、３年間

で３，５９５万５，０００円、年ベース

でいきますと１，１９８万５，０００円

の限度額を設定いたしております。

　休日診療所につきましては、昭和５１

年４月に開設をさせていただきまして、

一貫して施設の管理運営を財団法人摂津

市保健センターへお願いをいたしており

ます。今回、引き続きまして、３年間包

括的な管理の代行ということでお願いを

しております。

　経費の中身でございますけれども、年

間通常ベースでいきますと年末年始の４

日間も含めまして６９日の開設というこ

とになります。この間の医師の給与、薬

剤師、看護師の給与を算定をいたしまし

て、それに、これに携わる事務所の経費、

これは財団法人保健センターの職員が担っ

ていただいております。それに年末年始

のアルバイト、いわゆる看護職の増とい

うことで予算組みをさせていただいてお

ります。

　年間固定的に係る経費、いわゆる光熱

水費等も含めまして、固定経費を合わせ

まして年間の診療所を維持する経費、先

ほどの経費、医師の給与等も含めまして、

これ予算ベースですけれども１，７８０

万９，０００円必要となってまいります。

これに対しまして、私どもの委託料とそ

れと診療所ですので、いわゆる保険収入、

医療保険からの収入、それと自己負担分

がございます。これを除きました、先ほ

どの総費用１，７８０万９，０００円か
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ら医療収入を除いた額、これは大体、平

年ベースで１日１０人程度の受診者とい

うことで算定をさせていただいておりま

す。その結果、年間１，１９８万５，０

００円というふうな額になってございま

す。これを３年間計上させていただいた

ということでございます。

　続きまして、斎場指定管理事業でござ

います。

　これにつきましては、これも９，６２

２万７，０００円という額をお願いをし

ているわけでございますけれども、年ベー

スで３，２０７万６，０００円というこ

とになります。

　斎場に関しましては、日々の斎場業務

のほか光熱水費、それと燃料費、灯油の

発注から支払いに至るまでの管理を代行

していただいております。

　中身でございますけれども、年間の予

算の中身といたしましては、人件費とし

て、およそ２，２５０万円、これは職員

３名分の人件費、それと灯油代、あるい

は電気代といいました管理費が６５０万

円程度、それと事務経費が２４０万円と

いうふうなことで算定をさせていただい

ております。合わせまして年間３，１５

１万５，０００円という数字でお願いを

しているというわけでございます。

　それと、葬儀会館指定管理事業でござ

います。

　これは３年間で１億１，７７３万２，

０００円、年ベースでいきますと３，９

２４万４，０００円の限度額を設定して

おります。

　葬儀会館につきましては、ご承知のよ

うに元旦のみの休場と、先ほどの斎場も

同じなのですけれども、１年３６４日の

稼働ということで、一応これに対しまし

て、２名の管理公社からの高齢者職員で

日々の管理業務を担っていただいている。

この２名の高齢者職員の人件費、これが

７１１万円でございます。

　それと、あと一番主なものは、電気代、

光熱水費でございます。これのほか日々

の緊急修繕とかいう管理費を含めまして、

管理費合計が２，９１６万円ほど計上さ

せていただきました。それにプラス事務

経費、これも消費税も合わせまして２９

６万円という積算をしております。合わ

せまして３，９２４万４，０００円とい

う計上額でお願いをしているというとこ

ろでございます。

○森内一蔵委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　せっつ桜苑指定

管理事業についてご説明申し上げます。

　せっつ桜苑につきましては、介護老人

福祉施設、それから短期入所生活介護、

デイサービス、この３つの事業と老人福

祉センター、合わせて４つの事業を指定

管理者として実施していただくことにな

ります。

　介護老人福祉施設、短期入所生活介護、

デイサービスにつきましては、介護保険

制度に基づく事業ということで、平成２

１年度決算及び平成２２年度の現状を踏

まえまして、今後も引き続き制度改正が

ないという前提の下で、介護報酬に基づ

く事業として金額を算出させていただい

ております。

　また、老人福祉センターにつきまして

も、平成２１年度決算、平成２２年度の

進捗状況等を勘案いたしまして、金額の

設定をさせていただいております。

　単年度におきましては、４つの施設を

合わせまして３億７，３４４万２，００

０円でございまして、これを均一で３年

間掛けた額を今回、限度額として提案さ

せていただいております。

○森内一蔵委員長　続いて、吉田課長。

○吉田障害福祉課長　まず、みきの路指
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定管理事業でございますが、平成２３年

度から平成２５年度の３年間で、６億６，

８９３万円の債務負担をあげさせていた

だいております。

　みきの路は、この平成２２年１月１日

に自立支援法の新体系の方の移行をいた

しまして、施設入所支援の利用者は３０

名、生活介護の利用者が４０名、短期入

所の利用定員の方が５名という形で事業

の方をさせていただいている状況でござ

います。

　この３年間の間に自立支援法の制度の

改正が見込まれておりまして、特に、平

成２４年４月１日以降、障害範囲の変更

の方が、今国会の１１月１７日に厚生の

委員会の方で審議、決定しておりますの

で、その改正を見越しまして一定、現状

よりも予算の方の増加の方が見込まれる

ということで、債務負担の方をあげさせ

ていただいている状況でございます。

　あと、障害者の支援の施設ということ

で、利用者の方が増えました場合、法律

上、支援の職員の方を増やす必要がある

ということで、この債務負担の額の方を

検討させていただいている状況で、現状

から考えますと、非常に利用者の方が増

えているというような状況がございます

ので、そこらの状況を勘案させていただ

いて、この３年間の債務負担の額にさせ

ていただいている状況です。

　特に施設入所支援の方は、入所という

ことで３０名定員はそのままなのですけ

れども、生活介護の利用者の方というこ

とは、通所の方が増えるということで現

在、増加の傾向がございますので、そう

いうふうな状況で考えております。

　次に、ふれあいの里指定管理事業です

が、ふれあいの里の事業の中身ですけれ

ども、身障老人センターの事業がござい

まして、身障老人センターの事業の方は、

地域生活支援の活動の事業と老人センター

としての事業がございます。

　次に、この１１月１日に多機能型の事

業として移行しました、ひびきはばたき

園の事業でございまして、就労移行支援

事業、就労継続支援Ｂ型の事業、生活介

護の３事業を行っております。

　定員といたしましては、就労移行支援

事業が１２名、就労継続支援Ｂ型の事業

が１８名、生活介護の事業が２１名とい

う形で事業をしておりまして、これも先

ほどお話いたしました、自立支援法の一

部改正の状況が平成２４年度に、具体的

にまだ細かい中身の方が出てないのです

けれども、見込まれますので、一定、債

務負担の方を考えております。

　あと、人件費の伸びと身障センターの

方が昭和５９年の施設でございますので、

修繕費等の状況とかも見込みまして、債

務負担の方を５億５，８５１万７，００

０円という形で考えさせていただいてお

ります。

　次に、障害児童センター指定管理事業

でございますが、債務負担３年間で３億

２，０９１万３，０００円という形で、

債務負担の方をあげさせていただいてお

りまして、債務負担の中身でございます

が、児童デイサービス、通称めばえ園の

方と、知的の通所の訓練施設、通称つく

し園の二つの事業を行っております。

　これも障害者自立支援法の施設でござ

いますので、先ほどのお話ありましたよ

うに、障害者自立支援法の改正の方が見

込まれておりますので、それらの影響と

人件費の伸び、あと修繕費の方を計上さ

せていただいている状況でございます。

○森内一蔵委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　児童センターに

ついてお答えをさせていただきます。

　債務負担行為３年間といたしまして、
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８，５１０万円を計上いたしております。

これにつきましては、平成２１年度の決

算及び平成２２年度の状況で、そこから

人件費の若干の伸びと、それから修繕費

を加えるというような形で、この金額と

いうふうに算出をいたしております。

○森内一蔵委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　市民文化ホール、

市民ルーム及び小川自動車駐車場指定管

理事業の債務負担行為といたしまして、

平成２３年度から平成２５年度までの３

年間で５億３，２４７万９，０００円を

計上いたしております。

　これにつきましては、平成２２年度予

算ベースを基にいたしまして、３年間の

経費を算定したものでございまして、な

お、この中にはフォルテ３０１、３０３

については摂津都市開発、その他の正雀

市民ルーム、市民文化ホール、今度新た

にできます、いきいきプラザも含みます

が、それから小川自動車駐車場について

は、施設管理公社の方に委託をいたしま

すので、その合計といたしております。

概ね平成２２年度ベースでございますが、

若干人件費の伸びは含んだものとして計

算をいたしております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　今お伺いしましたら、

大体、市の方が主導というか、決算ベー

スなども入れて決められてきたというふ

うに聞こえるのですけれども、これ選定

の指針とかによれば計画書なども管理者

の方から出していただいて、指定の検討

もされたということを昨日の本会議でも

言われていましたので、このあたり、見

積もりとか管理者側の方からどういった

ことがあがってくるのか。それともすり

合わせたのか。その辺を聞きたいなと思

うのですが、要求額があってするのか、

それともこちらからこれでお願いすると

いう形なのか、どちら側からというとお

かしいのですけれども、そんな形になっ

ているのかどうかというのを聞きたいと

思っております。

　いわば、市の事業でやっていただくと

いうことで全部、本当に運営だけをお願

いするという形であるなら、どこに指定

管理者にするかということが、そういう

検討をすること自体が何かおかしな話な

のかなというふうに感じたりもするもの

ですから、そのあたりをお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、修理の話も出ていました。

修繕費ですとかこういったものが盛り込

まれてなければ、緊急なそういったこと

が必要になれば、またこういったことも

変更になってくるのか。その辺をお聞か

せいただきたいと思っております。

○森内一蔵委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　そしたら、まず、

後段部分の修繕の関係でございますけれ

ども、私ども健康推進課で所管しており

ます４つの施設のうち葬儀関連の斎場と

葬儀会館につきましては、緊急の修繕に

つきまして、目途といたしましては、平

成１８年度の指定管理者制度がスタート

いたしました折に、団体と協議をいたし

まして、およそ１３０万円未満の、いわ

ゆる随意契約できるような額については

かなり緊急性が高いということで、指定

管理料の中で含めて緊急に対応していた

だくと。それ以上の大規模修繕になると、

当然これは前年度、あるいは、その前々

年度から当然予見できるというものでご

ざいますので、これについては市が責任

を持って、直営予算で担っていくという

ことでスタートしております。この考え

方は今後とも維持してまいりたいと考え

ております。

　それと、この額なのですけれども、私
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ども先ほど申しましたように、古い施設

で昭和５１年から、メモリアルホールで

も今年で１０年になります。同一の団体、

市の出資した団体に継続して担っていた

だいておりますので、事業そのものの中

身につきましては若干の変更があります

けれども、それに要する費用につきまし

ては、これまでの経験則からおよそ概算

がはじけるというふうなことで、一応こ

の限度額を算定するにつきましては、団

体の担当者と協議をいたしまして、３年

間に必要な経費を計上をさせていただい

たところでございます。

○森内一蔵委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　保健福祉部の所管

をいたしております福祉施設関係、一括

でご答弁を申し上げます。

　この債務負担行為に至るまでの状態と

いたしましては、それぞれの団体から３

か年間の期間の申請を受けているわけで

すが、それに際しまして、併せまして事

業計画書を出していただいておりまして、

また、それと同時に、いわゆる３か年間

の収支計画書というのをすべて市の方へ

出していただいております。この審査に

当たりましては、一定中身について協議

をいたしておりますので、それが妥当な

ものかどうかという部分も含めて、ヒア

リングをさせていただいた中で、一部収

支計画については訂正をいただいたとい

う経緯もございますが、基本的にはそれ

ぞれの団体が３か年、いわゆる指定管理

を受ける中で、この金額でというような

ことでお出しいただいたというふうに考

えております。

○森内一蔵委員長　ほかの施設について

は、よろしいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　この指定管理者を決定

する際に、事業所の収支計算もされて、

指定管理者とのやりとりの中で適正なも

のにしていかないといけない。プロパー

いろいろあるのですけれども、過剰な見

積もりみたいなものが出てきたのではい

かんだろうなと思ってはいるのですけれ

ども、そういう意味で、指定管理者その

もののあり方というのは、またあとから

話をさせてもらおうとは思うのですけれ

ども、ぜひ管理の方もしっかりとやって

いただきたい。せっつ桜苑などもいつで

したか、誤飲の事件などもありましたか

ら、密接に事業運営をしっかりと目を入

れていっていただくというかね、その辺

の金額の算定から何から指導していただ

きたいなと思っておりますので、要望と

しておきます。

　よろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　ほかに質問のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時３０分　休憩）

（午前１０時３１分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　続いて、議案第８７号、議案第８８号、

議案第８９号、議案第９０号、議案第９

１号、議案第９２号、議案第９３号、議

案第９４号所管分、議案第９６号、議案

第９７号、議案第９８号及び議案第９９

号の審査を行います。

　本１２件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　指定管理者を選定とい

うことで、まず、全体的に指針が示され

て、指定管理者をどうするかということ

で、なかなかこれまでの５年間指定管理

者で、前のときも委託から指定管理者と
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いうことで、ほとんど中身は変わらない

というようなこともありまして、その間

５年間検証もなかなか進まないというか、

指定管理者そのものをどうしていくかと

いう結論が出なくて、この指針になった

のかなと思っているのですけれども、今

後、指定管理者制度そのものの検証、ど

ういったふうに考えておられるのか。

　それから、その検証の中で、この指定

管理者をどうしていくかというところで、

選定基準とかこういったものをつくろう

という形になっているのかどうか。我々

はもう指定管理者は民間委託の前段階で

あって、民間委託というのはよくないよ

ということを繰り返し言わせてもらって

いるのですけれども、どういうふうになっ

ていくのかという、ここの考え方をまず

聞きたいと思っております。

　まず、児童センターなども私ら見てお

りますと、職員の方とか子どもさんへの

受けとかいうか、やっぱり人によって大

分変わるんですね。こういったのが指定

管理者がかわることによって職員がかわ

るとかいうような話になってくると、継

続性とかいうのがどういうふうに担保さ

れるというふうに考えるのか。特に障害

児童センター、ふれあいの里、みきの路、

今、通所を利用されている方が管理者が

かわってしまえば、それこそ昨日まで面

倒を見てくれていた方が明日からいなく

なるとかいうような話になっては、これ

もおかしなことになるのではないかなと

思ったりもするのですけれども、こういっ

たことが３年延長ということで、その先

に何が待っているのかなというのをお聞

きしたいなと思います。

　例えば、先ほど、せっつ桜苑なんかで

すと老朽化という意味では、桜苑などは

非常に進んでいるのではないかと。さっ

きの修繕費用から何から、小さい修繕、

さっきも１３０万円までと結構大きいの

ですけれども、責任というのはもう管理

者側にあるというような、修繕はやると

いうような契約になっているというのも

聞いたのですけれども、この先々の運営

に対してどういうふうに考えておられる

のか。桜苑などは老朽化の部分では何か

手を打っていかないといけないのではな

いかなと思っておりまして、そのあたり

も聞かせていただければなと思っており

ます。

　あと、保健センターと休日小児急病診

療所ですね。これも事業主体、いわばも

う市がやっているのと変わらんのと違う

かなと思っておりまして、これを指定管

理者でまた別にかえるなんていうことに

なると、非常に市の事業そのものが外へ

いってしまうというような話になってし

まうのではないかなと思っておりまして、

これなんかは指定管理者にそぐわない。

もう市がほんまに直営でやるべき問題な

のではないかなと思っているのですけれ

ども、だから、このあたりが３年後とい

うか、整理されてくるのかどうかという

ことをお聞きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　トータルでですけど、

老朽化による修繕費も入れて答弁できま

すか。

　副市長。

○小野副市長　山崎委員言われています

ように、５年間やってみて、いわゆる今

のこの図書館のみ公募でお願いしており

ます。それで、この５年間を見ていまし

たら、私、６月に言ったのですけれども、

外郭団体等を守るとか守らないという議

論は、当然その担当課と人間関係ができ

ていますし、市と密接でありますから、

その気持ちはよくわかると。しかし、や

はりそれを守るとか守らないとか直営と

か指定管理にするとかは別にして、内部
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改革と経営強化策はどうしても要ると。

これは思っています。

　それが基本的に余りうまくスムーズに

は、原部原課と当該団体の形では整理が

できてこなかったというのが、もうこれ

も本会議で私申し上げましたけれども、

それが一つであります。したがって、山

崎委員が言われます中身そのものですね、

私も否定しません。そういうことを含め

て議会にも話をさせてもらったと思いま

すが、今求めているのは外郭団体に対し

て、第４次行革との関係もありますが、

まず、業務改革、経営強化策の取り組み

の考え方を求めております、できるだけ

早くということで。それで、平成２３年

度に行政だけではなくて、その種の専門

的なノウハウを持った方、また市民の参

加ということも考えなければならないと

思いますが、この管理運営のあり方、選

定などの公募、非公募のあり方の検討委

員会を平成２３年度には設置いたします。

　それで平成２４年度にその検討委員会

の提言をもらった中で、市としての指針

の第２次改訂版をつくるというスケジュー

ルを今、予定をいたしております。いわ

ゆる庁内だけではなかなか進まなかった

ということはもう事実でありますから、

その中で我々は、ここで議論することは、

昨日も議論出ましたが、図書館、図書セ

ンターの中身は、私が指定管理者の選定

委員会の委員長をやっておりましたけれ

ども、指定管理者からあいさつに来られ

たときに、こう言ったのです。例えば、

図書館の指定管理について、議会全体は

賛成ではない。文教常任委員会の議論を

聞いていても心配されていると私も聞い

ておったと。それで、これは内部事務で

はありませんので、すぐ市民に見えると

思いますよと、市民に。それが安かろう

悪かろうということになったときに、こ

れは議会で紛糾するでしょうなと。

　私どもはプレゼンを聞いて、おたくの

ところが一番いいと思ってやったと。私

が求めておったのは、もちろん開館日数

を長くすること。そして質がいいものを

やってもらうこと。単価が安いこと。そ

れから学校の読み聞かせとか学校図書と

の関係、学校現場との連携、公民館との

連携、これをどう打ってこられるかと。

それは一応ノウハウはもらいましたので、

ぜひとも期待したいということを申し上

げました。私はこれが一つは、一つのこ

の形で出しておりますが、今後、指定管

理者をするかしないかの中身の大きなハー

ドルになると思っています。

　それで、もう一つは、私は他市の例を

見ましたら、不特定多数が利用されてい

る施設は公募されています。それで、福

祉施設などの特定少数が利用するところ

は、非公募になっているというふうに見

ております。それで大体わかっていただ

けたかと思います。だから、そういうこ

とも見ながら、その形を決めてまいりま

す。それで原則としては公募による選定

を行ってまいりますが、例外として非公

募の選定をすると。これは基本でありま

す。それで、これについては条例等で明

記をするということの中で、今申し上げ

ました福祉施設の仕分けが一つあると思

います。

　それから、そのせっつ桜苑の問題につ

きましては、私この前、いきいきカレッ

ジの学長は市長でありますので、たまた

ま市長は他の公務がありまして私が議長

とともにまいりました。そのときに施設

長から言われました。副市長、これを見

てほしいと。相当傷みがきているという

のは私は認めます。そうしますと、公設

民営のこの施設を、公設でありますから

市に責任があるわけですから、これはわ
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かっていたことなのですが、これはいよ

いよくるべきものがもう近づいているこ

とは間違いありません。したがって、こ

の成光苑にお願いしている指定管理者を

どうするのか、一つの視点は、私が思っ

ているのは府下唯一の今、公設民営の施

設であります。この辺をどう考えるか、

市の財政との関係をどう見るかというこ

とも議論しなければならないと思ってい

ます。

　したがって、これは余り引き延ばしは

できないというふうに私もこの前、いき

いきカレッジの学長代理として行ったと

きに、前田施設長に、見ていただけませ

んかと、施設が相当傷んでまいりました

ということでありますから、この公設民

営を公設公営でするのか、民に公募して

お任せするのか、この決断はもうこの一

定の時期がきたときには、しなければな

らないというふうには思っています。修

理は必ずもう回ってきたなと、これは否

定はいたしません。その中で、担当部の

意見も聞きながら、成光苑の方の意見も

聞きながら、一定の方向を示したいとい

うことであります。それで山崎委員の言

われていた中身で、一つは、図書館流通

センターの図書館がどういう運営をされ

るか、これが地域から大非難を受けるこ

とになるのか、それともいいよねと、公

も頑張ってくれたけれども、なかなかさ

すがなもんだねということになるのか、

これがうまくいかないかいくかによって、

今後の原則公募と、公募選定がいくかい

かないかの私は一つの試金石だというふ

うには見ています。

　それはこの前に図書館流通センターが、

選定委員長として私にあいさつに来られ

たときに、厳しい目で見られますよと、

我々は期待しますと。４社のプレゼンの

中身であなたところが一番だったんだか

らと。１社だけでこれぐらいあるんです。

また、見てもらったらいいかもしれませ

ん。これぐらいのプレゼン内容を各社は

持って来ていますから、すごい内容で４

社とも持ってまいりましたので、そうい

うことも含めて、私が今申し上げた、平

成２４年度には第２次の、もう二度とこ

ういうことで、またそのときになってか

らまだ決まっておらないことを、私は議

会に対して市民に対して、私は非常に裏

切る行為だと思っていますので、これは

確実に議会にも報告しながら、２３、２

４年度で第２次改訂版の中身まで持って

いって、そのときに議会と十分な議論を

させていただいて、一定の判断ができる

ような内容をお示ししたいというふうに

は思っています。

　今回のこれについてもなかなかお示し

できてないのは事実ですから、そういう

ことで山崎委員の言われることも十分斟

酌しながら進めてまいりたいというのが

今、市として考えている基本的なスタン

スでございますので、今しばらく時間を

いただきたいというように思っています。

また、具体的には、担当の方からござい

ましたら申し上げます。基本的なスタン

スはそういうことで考えてもらったらい

いと思います。

○森内一蔵委員長　細かいことはまた質

問していただいたらいいと思うのですけ

ど、山崎委員、いいですか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　図書館の方は文教常任

委員会にお願いをして、民生部分で言う

と、先ほど保健センターとか休日小児急

病診療所とか、非公募という話もだから

３年後にすることで、整理がされてくれ

ばそういうことにもなろうかと私は思っ

ています。それこそほんまに民間どこに

でも任せてもいいという話にはならない
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分野だと、私もふれあいの里とか、お世

話になったりはしていますけれども、こ

ういった部分、整理されることを期待し

たいと思うのですけれども、経営強化策

と言われましたけれども、公の施設の運

営ですし、福祉分野でもうかる仕事では

絶対ないわけですし、それこそ経済効率

を優先してしまって、どういった事業が

できるかということを考えると、余りそ

ぐわない分野なのかなと思っています。

　当然、無駄を省くというのは、これは

もうあってしかるべきなんでしょうけれ

ども、経営効率でもうけようとかそうい

う話では、特にこの民生部門の公の施設

を、福祉の分野をお願いしているという

ところでは、そんなに追求はできるもの

ではないのではないかなと私は思ってい

ます。

　そういったことも含めて、第２次の改

訂版をつくっていかれるということなの

ですけれども、ぜひとも福祉分野、市の

責任をしっかり持って運営できるという

ことを、やっぱりまず第一に考えてつくっ

ていただきたいなと思っております。で

すから、実質それこそ今までの状態と変

わらないと言ったらおかしいですけれど

も、延長ですから、別に特段ここがいか

んかったやないかというところがなけれ

ば、いいかとは思うのですけれども、桜

苑の事故ですとかそういったこともあり

ますから、そういうところもしっかり市

が責任をある程度持てるような福祉サー

ビスをしていただけなければいけないと

思っておりますので、よろしくお願いし

ます。要望で結構です。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４７分　休憩）

（午前１０時４８分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第１０７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方、弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、議案第１

０７号についてお伺いしたいと思います。

　今回、コミュニティプラザのコンベン

ションホール、ここの利用に当たって、

カラオケ装置を新たにつけ加えるという、

この条例の改正になっているわけですけ

れども、今年７月にオープンして、これ

までコミュニティプラザの運営にかかわっ

てもさまざまいろいろと、まだ始まって

からのいろんな使い方と言いますか、内

部での議論もあったかというふうに思い

ます。

　私、一つ目に伺いたいのは、このカラ

オケ装置については、今回ここにつけ加

えるということですけれども、このもの

自体はもともと準備されていて、それが

使えないという状況であったのかどうか。

また、当初、利用の中で使いたいという

ようなことで申し込みがあったけれども、

使えませんよというようなことであった

ように伺っておりますが、この間の市民

の方からの声と、それに対してどのよう

に対応されてこられたのかと、この点に

ついて経緯も含めて聞かせていただきた

いなというふうに思っております。

　加えて、この際ですので、そのほかに

もいろいろとホールにかかわって要望な

ども出されて、議論されているかという

ふうにも思うのですけれども、こういう

要望があったというようなこととか、そ

れで現状ではできませんというようなこ

とで断っているというようなことについ

て、どういうものがあるのか、また今後
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はどうされようとしているのか。関連に

なるかもしれませんけれどもお伺いした

いと思います。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　まず、もとも

とカラオケ装置を準備していたのかとい

う点につきましては、コミュニティプラ

ザの建設経緯に当たって、産・官・学・

市民の交流拠点として位置づけられて、

市民の皆さんの活動の場を提供する施設

として取り組んでおりますが、３階のコ

ンベンションホールは今まで市民の皆さ

んのいろいろな期待の中で運営してまい

りました。今後、飲食を伴うパーティー

なども可能でして、市民の期待は大きな

ものがあります。特に娯楽として、また

いろんな集会として、パーティー、宴会

でのカラオケに対する要望も強くその中

で寄せられておりました。市民の皆さん

の要望に応える分、にぎわいを創出する

観点等がありますので、そのような中で

新たに取り組んだものでございます。

　続きまして、当初から使えないという

点でございますが、ご存じのとおり建設

の経過、あと建築の状況等によりまして、

カラオケ装置は、３階ホールでの使用を

考えておりますが、若干、２階に音漏れ

の状況もございます。そういった点の検

証作業を開設後も引き続き続けておりま

した。その中での対応でございます。

　引き続き、現状ではできない点等につ

きましては、いろいろなホールを利用さ

れる形態がございます。通常の講演会、

集会等をされるケース、舞台があります

ものですから発表等をされる内容等もご

ざいます。その中で、やはり事前確認を

詰めながら、音の影響等も確認しながら

の対応を今後とも続けて、適切にお互い

さまという観点を含めての利用をされる

施設を目指して、取り組んでまいりたい

と考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　今のお答えを聞きましたら、

このカラオケ装置にかかわっては、新た

に入れるというようなことで理解してい

いわけですね。

　これまでのいろいろと寄せられる声な

どを聞いていましたら、申し込みのとき

に、こういうようなことで使いたいよと

言ったけれども、できませんと断られて

きたというような方たちが何人かおられ

ます。今回こういう使えるようになった

ことについては、いろいろと利用の幅が

広がって、これは大変市民の皆さんにとっ

ても喜ばれていることだというふうに思

うわけですけれども、経過を聞く中で、

府会議員の後援会でこれをやりたい、そ

れから、そういうので使えるようになっ

たというふうなことが、もう複数の方か

らそういうふうなことで聞いているわけ

です。市民の方が言ったときには、だめ

だというふうなことが、そういう方が言っ

たら使えるようになるのかと、そういう

ような一部声も聞いていて、それはちょっ

と手続的な問題、また、理解としてはぐ

あい悪いのではないのかなというふうな

ことも感じました。もちろん私どもとし

ても、いろいろと市民の要望に応えてい

くということではお願いもしていくわけ

でありますけれども、その辺のところの

経緯を確認しておきたいなというふうに

思っております。

　あと、今後の問題につきましてですけ

れども、音漏れは一定ありますよという

ふうなことであります。例えば、ほかの

音楽にかかわるような教室、コンサート

なんかも含めて、ミニコンサートとかコー

ラスやピアノ、いろいろとあるかと思う

のですけれども、そうしたものについて

は引き続きやはりだめなのかな、どうな
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のかなというふうなことが気になる部分

と、防音については、施設としてそうい

う設備になっていないということで、当

初カラオケについても問題かなというふ

うなことできたかというふうに思います。

今もう施設もできてしまって、３階と２

階の間でも音漏れというようなことであ

りますから、随分音の部分にかかわって

は、建物自体が対応できてないのだなと

いうふうなことも認識するわけですけれ

ども、今後、防音の面ですね、そうした

ものについて、お互いさまというふうな

ことももちろんあるかというふうに思い

ます。会議をしていて隣で音が聞こえて

くると、許容範囲と言いますか、やれま

すよというふうなことももちろんあると

いうふうに思いますけれども、何らやっ

ぱり手を打たないというか、考えがない

のかというふうなことについては、この

際ですから、その考えについてもお聞か

せ願えないでしょうか。

　以上、質問です。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　音漏れ等の対

応の状況を報告させていただきますと、

カラオケという音の検証につきましては、

６月からいろいろ取り組んでおりました。

その中で実際に測定する中で、会場の方

で９０デシベル以上を発生した場合に、

階下にどの程度漏れるのかと言いますと、

大体４０から５０デシベルの間です。た

だ、このカラオケというのが聞こえます

部分については、歌、歌唱という部分も

伴います。その歌唱の部分が頭をよぎる

ことによってのちょっと気が散る点等が

発生するのかなと、通常のコーラス、音

響等に関してはちょっと音楽が漏れ聞こ

えるなと、言いますのは４０デシベル、

５０デシベルという範囲ですが、図書館

とか静かな住宅の昼間の音等でございま

す。２階の会議等の内容によっては十分

耐え得るケースもありますし、そうでは

なくて講演会等しっかりお話を聞きたい

ときに、雑音と言うたら申しわけないで

すけれども、その音を紛らわす、会議を

紛らわす状況も発生していますので、そ

の音の発生する時間等をきっちりホール

を利用される方とも調整をしながら、ま

た２階を利用される方にも調整をしなが

らの貸し館を目指しております。

　あと、音漏れ対策等につきましては、

また今後そういうふうに測定をしながら、

できる方策を検討していく中で対応して

まいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　小野副市長。

○小野副市長　府会議員云々の話でござ

いますが、私これも当初にかかわっておっ

て、当初は今、橋本課長が言いましたよ

うに、あそこはご存じのように、新年互

礼会とか企業等が集まってとか大きなも

のはできないということの中で、これは

一応基本的なものでございました。した

がって、そういうことでカラオケという

ことは、当初それの想定は確かに入れて

おりませんでした。ただ、私もオープニ

ング式典等を終えて、特に市長の方でやっ

ぱりそういう形の希望が多かったことが

一つあります。それは考えなあかんなと

いうことで協議をいたしました。

　もう一つは、レストランとの問題があ

るというふうに見ています。それで、ま

だ現在調整いたしておりますけれども、

レストランが確実に赤字になると、赤字

はどれだけ減らせるか、黒字には無理と

いうようなことはわかっておりました。

公共施設のレストランはそうでございま

すが、そういう市民要望の問題とカラオ

ケ等ができない。それで楽しく歌えるも

のがないと、それならコミプラを使わな

いでおこうかと、こういうことも出てま
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いりますし、市民のニーズとそれからコ

ミプラのレストランをどうやってうまく

使っていただけるかと、この二面がござ

いましたので、最終的にこれは置いてい

こうと。ただ、私ども言っておりました

のは、何もボリュームいっぱいで歌わな

くてもいいんじゃないかと、最大音量に

しなくても、それはもう少し半分ぐらい

に絞って、別にプロが歌うわけではない

わけですから、本当に半分ぐらいのボリュー

ムで、そのかわりちょっといい機械を置

いてボリュームを調整して、その辺の影

響をよくよく見ながら、これから運営し

ていこうかと。それがもしも、その状況

によっては、また議会の議員なり市民の

方、使われる方等によってはまた一度考

えてみようと、だからボリューム１０を

５ぐらいに絞っても十分楽しんでもらえ

るように、橋本館長、その辺は十分理解

を得られるようにお願いをする、使用に

ついては、ボリュームを５ぐらいに調整

してくださいとかいうことで、まず楽し

んでもらおうと、それでレストランのほ

うも使っていただこうということでござ

いまして、オープンのときからこの話ご

ざいました。そういうことの中で一定の

判断をさせていただいたということでご

ざいまして、府議云々の問題は全くらち

外でございますので、それは別個の問題

だというふうに考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　はい、わかりました。

　今回のこの条例でコミュニティプラザ

の利用にかかわって、一つ新しくという

か、利用の幅が広がるというようなこと

であります。

　このコミュニティプラザが市民活動支

援の拠点というようなことでは、本当に

やっぱり副市長が言われるようにたくさ

んの方に使っていただいて、そこがまた、

いろんな活動もそうですし、今の市のま

ちづくりについても、本当にプラスになっ

ていく、そういうふうになっていくよう

に。なかなか建物自体が使い勝手が悪い

というようなことについて、いろいろと

聞くわけでありますけれども、そうであっ

てもこれから改善できる部分については

大いに前向きに改善していくというよう

なことは課題になっているのかなという

ふうに私どもも思っております。

　引き続き、市民の皆さんから寄せられ

ている要望を、よくよくやっぱり検討も

していただいて、一つでも二つでもその

活動の幅、利用の幅、もっとそのコミュ

ニティプラザが活気あふれる、そういう

施設になっていくようにと、このことを

要望しておきたいというふうに思います。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　本保委員。

○本保加津枝委員　ただいまのご質問で、

ご答弁もされておりましたけれども、も

う少し、このカラオケセット等について、

またコミュニティプラザのこの使用のあ

り方について、お尋ねをしたいと思いま

す。

　このカラオケセットですけども、今、

副市長のご答弁の中にありましたけれど

も、良いものを入れて、音量調節もでき

るような精度のいいものをセッティング

したいというようなお話もありました。

この価格帯ですけれども、どれぐらいの

ものを設置をされる予定をされているの

かということと、この３，０００円とい

うことで一式使用料が設定されています

けれども、これについて、どういった基

準で、この設定をされたのかと、また機

種を入れられるのでしたら減価償却等が

あると思うんですけども、その料金設定

の基準の根拠について、お聞かせをいた

だきたいと思っておりますので、よろし
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くお願いいたします。

　また、あとこの今回、コミュニティプ

ラザと保健センターとが新設をされてい

る状況の中で、市民の皆さんから、まだ

ちょっと後ろのマンションが建設中とい

うこともありまして、非常に場所がわか

りにくいということで、まだもう少し年

数がたてば、マンションもまた完成して

周辺の整備がきちんとなされれば、わか

りやすくなると思うんですけれども、現

状でも駅の例えばホームからも非常に立

地条件のいい場所ですので、電車でも通っ

て、例えば表示看板がしっかり設置をさ

れていれば、ここにこういう施設がある

んだなということが近隣市の方でも電車

で通るたびに、また摂津の方も当然です

けれども、わかりやすく、また利用して

みようかなというふうに考えていただけ

るかなと思うんですけれども、環境等の

こともあると思うんですが、周辺からで

きるだけ見えるような表示ができないも

のかどうか、この点についてもお聞かせ

をいただきたいと思います。

　あと１点は、駅前で非常に利便性の高

い会場であります。言うまでもなく、市

民の皆さんはこういうところがあったら

いいなというような思いが実現をした施

設であると思うんですけれども、この３

階の今、話題に出ておりますコンベンショ

ンホールのこの使用についてですけれど

も、カラオケもさることながら、音楽団

体等から入場料がとることができない、

有料で、こちらのほうの利用をして、行

事を開催したいというような要望もある

わけですけれども、こういったことにつ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、ま

ず予定しておりますカラオケの機種と導

入経費等でございます。

　カラオケ機材、今、主として本格的な

業務用の通信カラオケですと非常に高価

な価格のものもございます。一方で家庭

的な機種もございます。その中で使用に

過不足がなく一定の曲数があるタイプの

ものをと考えております。その中で今回、

導入方法ですが、中古機種等もございま

す。そういったケースで十分なメンテナ

ンス対応ができる部分と、できるだけ安

く導入をする中で利用していただけるこ

とも検討段階でございます。

　あわせまして使用料でございますけれ

ども、これは近隣でカラオケを導入され

ている施設を調査いたしました。吹田市、

高槻市、茨木市などで、その平均として

利用状態としてうちの実態に合わせまし

て２，６００円でございました。その中

では、今後、導入経費といいますか、カ

ラオケ装置で曲数の更新等も行ってまい

らなければならない。そういったときに

は曲の情報提供料が維持費としてかかっ

てまいります。その維持費を一定額賄っ

ていただける金額としての３，０００円

を設定いたしました。

　先ほど申しましたカラオケの購入金額

ですが、１００万円前後するものをでき

るだけ安くと今、考えております。この

予算額につきましては、当初、備品等の

導入経費の若干、執行差金等がございま

す分で、追加執行をしたいと考えており

ます。

　次に、コミュニティプラザですが、駅

からおりられて、ロータリー等からも場

所がわかりにくいというお話です。

　現在、まちづくりを担当しました都市

計画課とも調整し、障害者団体さんから

も要望を聞いている中での調整を進めて

いるところでございます。実際に駅をお

りた時計塔から入り口のところあたりで

も全体図、いわゆるコミュニティプラザ
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を含んで警察までもわかりにくいという

お話もいただいている中で、できるだけ

周辺、公共施設を案内できる地図等の表

示を考えております。

　最後に、入場料等の考え方でございま

す。当施設の利用に当たりましては、営

利等ができない規定は設けております。

その営利等の関係等になるんですが、入

場料等の表示をして、営利がオーケーな

のかというイメージを出すのも一つ施設

運営の今後の検討課題になってきます。

　ただ、音楽団体さん、そういう芸術、

育成等の観点もあります。そこらはどん

な形で営利じゃないよという部分をお示

しできるかも今後の課題の一つなのかな

と、考えている部分でございます。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　この議案第１０７号

に関連をいたしまして、お聞かせをいた

だきました。ありがとうございました。

　市民の方が非常に期待度の高い施設で

ございますので、ただいまご答弁にもあ

りましたように、営利等含めて、どのよ

うな表示をすればいいのか、また今後の

方向を考えていきたいというご答弁をい

ただきましたので、ぜひご検討をいただ

きたいと思っております。

　なかなか、この部分だけ出てきました

ら部分的にコミュニティプラザ、この条

例改正をされていかれますと、全体像が

方向的にどちらの方向にいくのかという

か、ちょっと見えにくくならないように、

今後もしっかりとこのコミュニティプラ

ザ、市民の皆さんが喜んで活用して、大

いに下にレストランの赤字解消のための

一助としたいということで、このカラオ

ケセットもセッティングをされる予定と

いうことで、こちらのほうも、やはりそ

ういったお考えの中で、ぜひ一般市民の

方、また各種団体がしっかりと活用をし

ていただけるように今後とも考えていっ

ていただきたいと思いますので、要望と

しておきます。

○森内一蔵委員長　ほかに、質問ないで

すか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１２分　休憩）

（午前１１時１３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第７５号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　今回の補正予算では、基盤

安定繰入金の部分が歳入として２，５８

７万というようなこと、雑収入のほうで

減というようなこと、大きくはいろいろ

とこの間の決定した金額の精査みたいな

形になるのかなというふうに理解してい

るんですけれども、この国保会計の今年

度の見通しといいますか、そういったも

のが今の時点では、どのように考えてお

られるのか、年度末までにはまだお時間

あるかと思うんですけれども、少し参考

に聞かせていただきたいと思っておりま

す。

○森内一蔵委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　今回、補正４号に

よりまして、基盤安定等の歳入が増加し

たことから、諸収入におきまして１億８

６万円の減額をさせていただいておりま

す。

　今年度の見込みということでございま

すが、まず、補正２号で療養給付費交付

金の過年度精算金を約１億６，０００万

円計上させていただいております。
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　２１年度の医療費については、積算に

おいて医療費を少し過大に見込んでいた

傾向がございまして、今年度末におきま

して約９，０００万円ぐらいの療養給付

費負担金の精算が発生する見込みになっ

ております。したがいまして、過年度の

精算金で２億５，０００万円程度の返還

が生じるものというふうに考えておりま

す。

　今回、約１億円の雑収入が改善された

わけでございますけれども、それを入れ

ましても残り１億５，０００万円が赤字

要因として残っております。ただ、２１

年度の調整交付金につきましては、決算

におきましても、１億５，０００万円ぐ

らいふえておりますので、２２年度にお

きましても、もしそれがあるならばその

分がある程度、解消できるのかなと思っ

ております。しかし、今、申し上げまし

た基盤安定等は、保険料が減っていると

いうことで交付が増になっておる部分で

ございます。保険料の調定額が、２１年

度当初と、２２年度の当初の比較で約１

億８，０００万円ほど減っておりまして、

そういったことも勘案していきますと、

２２年度も決算において赤字が出るもの

と考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　この間、国保会計の見通し

のことで言いましたら、今、いろいろ調

整交付金等々の関係で、２１年度につい

ては、年度末にグッと変わって私たちも

驚いたというようなことであったわけな

んですけれども、この間、この２２年度

の見通しでいいましたら、先ほどの答弁

で赤字が残りそうだというふうなことで

あります。累積赤字としても随分と残っ

ている中で、国保財政も厳しい状況にあ

るわけです。

　また、大きな動きでは府のほうでいろ

いろとまたありますけれども、ただ、広

域化にすれば解決するような問題でもあ

りませんし、改善のためには大きくやっ

ぱり国のところで制度そのもののところ

をしっかりと手だてしていかないといけ

ないというふうに感じております。

　この市町村国保ということで、頑張っ

ていただいているわけでありますから、

また事あるごとに、またいろいろと情報

も教えていただいて、今後の見通しにつ

いてもしっかりと私どもも把握していた

だきたいというふうに思っております。

　このことだけ申し上げまして、私から

の質問は以上です。

○森内一蔵委員長　ほかに質問のある方。

ないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２０分　休憩）

（午前１１時２１分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　続いて、議案第８０号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２２分　休憩）

（午前１１時２３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　議案第７９号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。
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○弘豊委員　議案第７９号にかかわって

ですが、今回、歳出の総務費、介護認定

審査会費の中で補正では、２８９万８，

０００円の増額補正というようなことに

なってます。この補正前の額と比べても

１割弱のそういう増加でありますが、説

明の中では主治医意見書作成の手数料と

いうようなことをお伺いしておりますが、

この手数料、大体お一人あたり幾らになっ

ていて、今回、大体何名分を補正になる

のかというようなところをお聞かせいた

だきたいのと。

　どうして今回、これだけこの介護認定

を受けられる方がふえてきているのかと

いうようなあたりの担当課としての見解

をお聞かせいただきたいというふうに思

います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　主治医の意見書

作成手数料につきましては、区分がござ

いまして、単価は新規申請の場合、在宅

にいらっしゃる方が１件あたり５，２５

０円、施設入所の方が１件あたり４，２

００円、更新の申請の場合は、在宅の方

が４，２００円、施設入所の方が３，１

５０円ということで決まっております。

　当初予算では、年間トータルで２，４

９０件、月平均にしますと約２０８件を

見込んでおったわけなんですけれども、

今年度に入りまして、５月ぐらいからか

と思うんですが、新規の申請が増加傾向

にございます。新規の方については、ま

た半年間で有効期間が切れますので、ま

た更新ということで、更新の申請もふえ

てくるということで、上半期の実績でい

いますと、１か月あたり約２５０件の主

治医意見書の支払いが出ております。

　最終的には、当初予算の１．２倍以上

の支出が見込まれるということで、今回

増額の補正をお願いいたしました。

　申請件数が見込み以上に増加した原因

ということで、さまざまの要因が考えら

れるんですけれども、決算審査のときに

も少しこういう議論があったかと思うん

ですが、一つには介護保険制度が浸透、

定着してきたということで、利用される

方がふえておるのかなということで、特

に住宅改修の部分ですね、これを希望さ

れて新規に申請されるという方が増加し

ております。

　それから、これはもともと見込めてお

るのかもしれませんけども、７５歳以上

の方、いわゆる後期高齢者の方の増加が

本市においてもふえておるということと。

　もう一つは、この夏の猛暑で体調を崩

されてご入院されて、その後、介護が必

要というような方もふえておるのではな

いかなと考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　当初の見込みで、介護認定

を受けられる方を２，４９０件というよ

うなことで考えてたというようなことで

ありますが、これまでの摂津の介護保険

で見ましたら２１年度、介護認定者数見

ましたら２，３１３名。介護保険制度始

まった平成１２年では１，１００名から、

年々１００名なり、２００名なり増加し

て当初よりも倍というようなことになっ

てきたわけでありますけれども、今年度、

２，４９０件で見込んでましたけれども、

さらに今回２８９万円の補正で、これは

人数に直しましたら、単価のそれぞれば

らつきがあるというようなことでありま

したけども、私も５，０００円程度とい

うようなことで見ております。それで見

ましたら大体５００人ほどになるわけで

すかね、単純に新たな補正の金額を人数

で割りましたら。それよりもまだまだ多

くというようなことでありますから、過

去にない急激な認定者数の増というよう
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なことになってます。

　その原因の部分が、定着してきたから

かなというようなこと云々では、もう一

つ理解の段階で私どもとしても状況とし

て、ああそうなのかと納得いくようなそ

んな感じでもないわけです。

　ことしは、とりわけ介護保険が始まっ

て制度１０年というようなことで、いろ

いろアンケート調査を行われたり、ニュー

スや新聞、テレビ等々でも出ていること

ももちろんあります。また、この間の国

会の中、また厚生労働委員会の中でもこ

れからの介護保険を考えていったら、さ

らに不安になるようなそういうニュース

が続いているわけでありますけれども、

摂津の介護保険のこれからを考えていく

上でも、ことしの認定者数の伸びといい

ますか、これから介護保険制度にかかわっ

て、利用されていく方の動向はしっかり

見ておきたいなというふうに私どもも思っ

てます。

　そういった点で、ちょっと細かくなる

かもしれませんけれども、介護認定者数

の中で要介護の方、要支援の方、それぞ

れまたあるかと思うんですけれども、そ

ういったものはまだまだ今の段階では、

ことし受けられてどういう状況になるか

というようなことは、わかりにくいかと

思いますけれども、その辺の傾向といい

ますか、要支援の方がたくさん今回受け

るようになったというふうなことなのか

どうか。介護は必要とされている方がふ

えているのかどうかなど、もし今の時点

でわかるようでありましたら、お聞かせ

願いたいというふうに思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　認定者数の傾向

ということなんですが、新規の方と更新

の方に分けてというような資料は持ち合

わせておりませんが、例えば新規、更新

あわせて、この４月当初の要支援の方が

６３２名、これが１０月末時点で６６６

名ということになっておりますので、３

４名の増です。

　それから、要介護の方、これが４月末

時点で１，６９９名、これが１０月末時

点で１，７５４名ということで、５５名

の増ということになっております。

　率からしますと、若干、要支援の伸び

のほうが多いのかなということでござい

ます。

　特に、新規の方、先ほども言いました

ように住宅改修で手すりとか段差解消の

希望という方が新規の方、多い傾向になっ

ておりまして、そういう方々は介護度か

らすると比較的軽い方が多いような傾向

は感じております。

　それと、急にふえた理由、先ほど幾つ

か申し上げましたけども、確かに意見書

の数イコール認定者数とか申請者数、イ

コールにはならないんですけれども、例

えば、最近の傾向を見ますと２０年度１

年間で申請件数が２，８４０、月平均に

しますと２３７件の申請でした。

　２１年度、これが若干減ってまして、

２，６１３件で、月平均が２１８件でし

た。ところが２２年度に入りますと、ふ

えているのが２２年３月ぐらいからふえ

ておるんですが、２２年３月、４月が大

体２４０件前後の申請がございまして、

２２年５月以降が２７０件前後、この７

月とそれから９月には３００件ほどの申

請が出ております。これは新規も更新も

合わせてです。

　これがなぜなのか、はっきりとした理

由というのは把握しきれておりませんが、

今後もやはり申請の数はふえてくるもの

だと思います。

　それと制度的なことにはなるんですけ

れども、有効期間が６か月の方、１年の
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方、２年の方がいらっしゃいますので、

単純に１回申請、認定受けられた方がそ

の分が次の申請にのっかってくるという

ことではなくて、ずれてきますので、な

かなか年度によって、月によって変動が

できてくるというようなちょっといたし

方ない部分かなと思っております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、状況とし

ては、今の説明いただいたとおりだなと

いうふうに理解しますけれども、やっぱ

りそうなっているように、やっぱり、な

らざるを得ないようなそういう状況なの

かなというようなことについては、引き

続き担当のほうでも分析もしていただい

て、これからの次年度以降のさまざまな

計画の中にも生かせるようにしていただ

きたいというふうに思います。

　大きくこれからの介護保険制度、この

ままいったらもたないよ、みたいなこと

で次の制度改定の議論なんかがされてい

るのかなというふうなことを思うわけで

すけれども、今、数字だけ聞かせていた

だいて、それで中身については、よくわ

からないというようなことでは、なかな

かそれではぐあいが悪いのかなというふ

うに思っております。

　検討されている政府の機関とかがどう

いう状況をつかんで次の計画、改定して

いくのかというようなことについても、

しっかりと見ていかないといけないとい

うふうに思ってますし、それに対して市

町村のほうでも対応していく、また逆に

声を挙げていく、そういうようなことも

含めて、また取り組んでいただきたいな

というようなことを申し上げまして、私

からは以上とさせていただきます。

○森内一蔵委員長　ほかに質問ないです

か。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　弘委員の質疑の中で、

課長からも答弁いただきまして、よく内

容はわかりました。

　特に新規での申請がふえているという

ことで、内容についてはもうちょっと私

は調べる必要があるんじゃないのかなと

いうふうに思うんですね。

　つまり、実際に介護認定を受けられる

方、もしくはそのご家族の方が自発的に

といいますか、一度介護認定を受けてみ

ようということになって、ふえてきたの

か、あるいはかかりつけといいますか、

医療機関のほうから、一度受けてみたら

どうなんですかというようなお話があっ

て、結局、新規がふえたのかということ

については、一度、私は調べる必要があ

るんじゃないのかなと思っています。

　というのは、せっかくこの介護保険と

いう制度を運用しているわけですから、

実際に介護認定を受けられると、サービ

スを受けられると言われる方が、認定を

受けないばかりに、サービスが受けられ

ないという状況を避けなあかんと思って

ますので、そこら辺のしっかりと調査が

あって、本当に介護保険というものが浸

透しているのかどうかということのバロ

メーターになるんじゃないのかなと思っ

ているんですけれども、その辺について

は、内容は把握されておられるのか、ま

ずはお聞きをしたいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　新規申請の方の

状況ということなんですが、これは統計

的にとっておるということではございま

せん。窓口でのお話であるとか、代行申

請もございます。ケアマネジャーさんが

書類を持ってこられる。そういう場合も

あるんですが、その中のやりとりの中で

お聞きしている範囲ということになりま

す。
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　その中で先ほどもお話あったように、

最近の傾向としましては、主治医の方か

ら、申請を勧められるというようなケー

スがふえておるというのが現場の感触と

しては持っております。

　大体、今まで先ほどちょっと数字を出

しましたけども、２０年度、２１年度が

新規の方は、月平均大体６０人ぐらいの

方だったんですが、最近の傾向を見ます

と８０人とかいうような形で増加してお

ります。やはり聞きますと主治医の方の

勧めというのが多いようなことで、今後、

分析ということですので、もう少し内容

を詳しく検証はしていく必要があるかな

というふうに考えております。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　感覚として、主治医

の方からのアドバイスといいますか、ご

助言によって、認定を受けられるケース

が多いんじゃないかというようなお話で

ありまして、それであるならば、私はこ

の制度が浸透したということにならんの

じゃないかなと。つまり、ご家族の方か

ら、自発的に声が挙がってくるというこ

とになっていくと、制度の浸透というこ

とになるのかなと思っておるんですけれ

ども、そういうわけではないんじゃない

かなというふうに思ってます。

　先ほども申し上げましたように、本来

は、認定を受けるとサービスを受けられ

るという方に対して、もれなくと申しま

すか、表現は適当ではないかもしれませ

んけれども、そういうことがやはり制度

を運用している側からすると、やはり私

はそういうことに沿っていくべきだろう

と思ってますので、今後、もう少しそこ

ら辺のことを調査していただいて、この

制度が生かされるように工夫をしていた

だきたいなということを要望として申し

上げたいと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑はないで

すね。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４０分　休憩）

（午前１１時４３分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第７１号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　次に、議案第７５号について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　次に、議案第７９号について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）
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○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０７号について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午前１１時４６分　閉会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 森 内 一 蔵

民生常任委員  森 西 　 正
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